
�愛媛県告示第４５７号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令

第８号）第１条第１項の規定による救急病院である。

平成１６年３月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第４５８号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令

第８号）第１条第１項の規定による救急病院である。

平成１６年３月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第４５９号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令

第８号）第１条第１項の規定による救急病院である。

平成１６年３月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第４６１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、北条市畑地帯総合土地改良区から次のとおり役員が

就任し、及び退任した旨の届出があった。

平成１６年３月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

�愛媛県告示第４６０号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第８条第７項の規定による届出があったので、同条第

８項において準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第８条第８項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び

松山地方局産業経済部商工労政課並びに松山市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成１６年３月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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告 示

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

循環器科林病院 新居浜市中西町６番４６
号

医療法人
健 生 会

平成１９年
３月４日
まで

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

広 瀬 病 院 今治市拝志１番２６号 医療法人
陽 成 会

平成１９年
３月４日
まで

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

市立宇和島病院 宇和島市御殿町１番１
号 宇和島市

平成１９年
２月２８日
まで

宇和島社会保険
病院

宇和島市賀古町二丁目
１番３７号

社団法人
全国社会保険協
会連合会

平成１９年
２月２８日
まで

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所在
地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 届 出

年 月 日

ニトリ松山店 松山市中央一丁目８６番
地外 駐車場の位置（収容台数） 店舗敷地内駐車場

（１６８台）
店舗敷地内駐車場及び
店舗西側別敷地駐車場
（２１９台）

平成１６年
２月２７日

駐車場の自動車の出入口の
数及び位置 ３か所

４か所
（店舗西側別敷地駐車
場に１か所新設）

毎週（火・金）曜日発行 第１５４０号 平成１６年３月１２日

��������������

愛 媛 県 報

２２７



退 任

�������
�愛媛県告示第４６２号
吉田町土地改良区から認可申請のあった新たな土地改良事

業（農業用用排水施設整備事業・喜佐方地区）の施行は、適

当と認められるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）

第４８条第９項において準用する同法第８条第６項の規定によ

り、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１６年３月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新規土地改良事業（農業用用排水施設整備事業・喜佐

方地区）計画書の写し

� 吉田町土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成１６年３月１５日から４月９日まで

３ 縦覧場所

吉田町役場

�������
�愛媛県告示第４６３号
吉田町土地改良区から認可申請のあった新たな土地改良事

業（農業用道路整備事業・喜佐方地区）の施行は、適当と認

められるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条

第９項において準用する同法第８条第６項の規定により、次

のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１６年３月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新規土地改良事業（農業用道路整備事業・喜佐方地区

）計画書の写し

� 吉田町土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成１６年３月１５日から４月９日まで

３ 縦覧場所

吉田町役場

�������
�愛媛県告示第４６４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、美川村から協議のあった村営土地改良事業（県

単独補助土地改良事業（かんがい排水）・有枝中通地区）の

施行に平成１６年３月３日同意した。

平成１６年３月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第４６５号
松山市から協議のあった市営土地改良事業（ため池等整備

事業・堀江新池地区）の施行は、適当と認められるので、土

地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第５項におい

て準用する同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係

書類を縦覧に供する。

平成１６年３月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 市営土地改良事業（ため池等整備事業・堀江新池地区

）計画書の写し

� 松山市営土地改良事業等の経費の分担金等徴収に関す

る条例の写し

２ 縦覧期間

平成１６年３月１５日から４月９日まで

３ 縦覧場所

松山市役所

�������
�愛媛県告示第４６６号
内子町から協議のあった町営土地改良事業（農業用道路整

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 渡 部 正 幸 北条市才之原甲２３２番地

〃 井 手 順 二 北条市北条８７３番地

〃 村 上 光 夫 北条市中西外３８７番地

〃 田 中 利 宗 北条市萩原甲４５４番地

〃 西 谷 久 茂 北条市浅海本谷甲６７８番地５

〃 原 田 裕 三 北条市浅海原甲６２０番地

〃 渡 部 宗 良 北条市浅海原甲９０８番地２

〃 長 野 佳 彦 北条市大浦７２３番地

〃 山 本 佳 夫 北条市才之原甲２２３番地

〃 徳 永 武 三 北条市猿川甲５９２番地

〃 別 府 忠 雄 北条市高田甲９９番地

〃 森 幹 治 北条市八反地甲６７８番地

〃 竹 内 義 雄 北条市高山甲２３２番地１

〃 猪 木 優 北条市佐古甲２５１番地

〃 西 村 泉 北条市本谷甲３３３番地

監 事 池 田 二 人 北条市浅海原甲３２８番地

〃 森 岡 功 北条市中村甲１６３番地

〃 岡 崎 恒 夫 北条市夏目甲２７７番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 渡 部 正 幸 北条市才之原甲２３２番地

〃 井 手 順 二 北条市北条８７３番地

〃 村 上 光 夫 北条市中西外３８７番地

〃 田 中 利 宗 北条市萩原甲４５４番地

〃 西 谷 久 茂 北条市浅海本谷甲６７８番地５

〃 原 田 裕 三 北条市浅海原甲６２０番地

〃 渡 部 宗 良 北条市浅海原甲９０８番地２

〃 長 野 佳 彦 北条市大浦７２３番地

〃 山 本 佳 夫 北条市才之原甲２２３番地

〃 徳 永 武 三 北条市猿川甲５９２番地

〃 別 府 忠 雄 北条市高田甲９９番地

〃 森 幹 治 北条市八反地甲６７８番地

〃 竹 内 義 雄 北条市高山甲２３２番地１

〃 猪 木 優 北条市佐古甲２５１番地

〃 西 村 泉 北条市本谷甲３３３番地

監 事 池 田 二 人 北条市浅海原甲３２８番地

〃 森 岡 功 北条市中村甲１６３番地

〃 岡 崎 恒 夫 北条市夏目甲２７７番地
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備事業・下和田地区）の施行は、適当と認められるので、土

地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第５項におい

て準用する同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係

書類を縦覧に供する。

平成１６年３月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 町営土地改良事業（農業用道路整備事業・下和田地区

）計画書の写し

� 内子町営土地改良事業等の経費の賦課徴収に関する条

例の写し

２ 縦覧期間

平成１６年３月１５日から４月９日まで

３ 縦覧場所

内子町役場

�������
�愛媛県告示第４６７号
河辺村から協議のあった村営土地改良事業（県単独補助土

地改良事業（農道）・葉山地区）の施行は、適当と認められ

るので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第

５項において準用する同法第８条第６項の規定により、次の

とおり関係書類を縦覧に供する。

平成１６年３月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

村営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（農道）・

葉山地区）計画書の写し

２ 縦覧期間

平成１６年３月１５日から４月９日まで

３ 縦覧場所

河辺村役場

�������
�愛媛県告示第４６８号
次のように公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「

法」という。）第２条第１項の規定に基づく埋立ての免許の

出願があった。

法第３条第１項に規定する書面及び関係図書は、愛媛県庁

、八幡浜地方局建設部及び伊方町役場において告示の日から

起算して３週間公衆の縦覧に供する。

平成１６年３月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 出願者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、

その代表者の氏名及び住所

伊方町

西宇和郡伊方町湊浦１９９３番地の１

代表者 町長 中元清吉

西宇和郡伊方町仁田之浜１２５０番地の１

２ 埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

� 埋立区域

ア 位置

西宇和郡伊方町ニ見字田ノ浦甲３０８３番から同甲３１０８

番までの地先公有水面

イ 区域

次の１点から１６点までを順次直線で結んだ線及び１６

点と１点を直線で結んだ線により囲まれた区域

基点（西宇和郡伊方町ニ見字田ノ浦甲３１０３番地先の

Ｂ護岸上に設置された金属鋲）は、北緯３３度２７分４０秒

、東経１３２度１７分１２秒の地点

１点は、基点から真北３５６度３３分２７秒４１．３４メート

ルの地点

２点は、１点から真北１２６度５５分４０秒２３．４０メート

ルの地点

３点は、２点から真北２１６度５５分４０秒２．００メートル

の地点

４点は、３点から真北１２６度５５分４０秒８．２０メートル

の地点

５点は、４点から真北３６度５５分４０秒２．００メートルの

地点

６点は、５点から真北１２６度５５分４０秒３．４０メートル

の地点

７点は、６点から真北２１６度５５分４０秒１３．８０メート

ルの地点

８点は、７点から真北１２６度５５分４０秒２０．００メート

ルの地点

９点は、８点から真北２１６度５５分４０秒９．６７メートル

の地点

１０点は、９点から真北３２１度１２分２３秒２２．９４メート

ルの地点

１１点は、１０点から真北２３９度４０分４１秒１０．７２メート

ルの地点

１２点は、１１点から真北３２６度２９分２９秒７．８８メートル

の地点

１３点は、１２点から真北３２２度０４分０３秒８．７４メートル

の地点

１４点は、１３点から真北３２１度２４分３０秒１３．１１メート

ルの地点

１５点は、１４点から真北２３８度０２分０９秒１．４７メートル

の地点

１６点は、１５点から真北３２２度５０分５１秒４．８７メートル

の地点

ウ 面積

９８１．８９平方メートル

� 埋立てに関する工事の施行区域

ア 位置

西宇和郡伊方町ニ見字田ノ浦甲２８４７番から同甲３１０５

番までの地先公有水面及び陸域

イ 区域

次のＡ点からＨ点までを順次直線で結んだ線及びＨ

点とＡ点を直線で結んだ線により囲まれた区域

基点（西宇和郡伊方町ニ見字田ノ浦甲３１０３番地先の

Ｂ護岸上に設置された金属鋲）は、北緯３３度２７分４０秒

、東経１３２度１７分１２秒の地点

Ａ点は、基点から真北３２３度２２分１６秒１２．８３メート

ルの地点

Ｂ点は、Ａ点から真北３２２度１４分０５秒４８．４５メート

愛 媛 県 報平成１６年３月１２日 第１５４０号
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ルの地点

Ｃ点は、Ｂ点から真北４４度４６分１２秒１６０．１７メートル

の地点

Ｄ点は、Ｃ点から真北１４３度０６分５５秒８４．８３メート

ルの地点

Ｅ点は、Ｄ点から真北２１７度１０分３４秒１２４．０３メート

ルの地点

Ｆ点は、Ｅ点から真北２２６度３５分２４秒１１．７５メート

ルの地点

Ｇ点は、Ｆ点から真北２３４度１８分２８秒２９．３９メート

ルの地点

Ｈ点は、Ｇ点から真北３３１度４７分０７秒１９．３７メート

ルの地点

ウ 面積

１４，９６７．２６平方メートル

３ 埋立地の用途

漁港施設用地

４ 出願年月日

平成１６年２月２４日

�愛媛県告示第４６９号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１６年３月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があ

ったので、同条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１６年３月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申

請があったので、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１６年３月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

公 告

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１５松局伊土検（開）第４８号

平成１６年２月２７日
伊予市上吾川字市之坪甲１１２４番７

伊予市上吾川甲５５７番地１
松 田 和 行

１５西局丹土（開）第２３号

平成１６年３月１日
東予市広江４０番２

東予市国安１５８番地の１０
箕 島 良 男

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１６年３月４日 特定非営利活動法人
エヒメ健診協会 井 福 宏 士 松山市高岡町９０番地５ この法人は、高齢者・市民・労働者・企業

に対して、保健指導・栄養指導・運動指導
・メンタルヘルスケア・健康度測定・健康
診断等に関する事業を行い、健康増進・労
働衛生の増進・高齢者福祉の拡大に寄与す
ることを目的とする。

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１６年３月１日
特定非営利活動法人
えひめ太鼓ネットワーク 宮 川 透 松山市道後北代３番３号

この法人は、不特定多数の愛媛県民に対し
て太鼓文化の振興及びまちづくりに関する
支援事業を行い、そのことを通じ社会教育
及びまちづくりの推進を図ると同時に、太
鼓を通じて次世代を担う子どもたちの健全
育成を図ることで、明るい社会づくりに寄
与することを目的とする。
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